
井原市本社機能移転促進補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内への本社機能移転を促進し、一層の雇用機会の増大と地域振興を

図るため、予算の範囲内において井原市本社機能移転促進補助金（以下「補助金」という。）

を交付するものとし、その交付に関しては、井原市補助金交付規程（昭和３４年井原市規

程第１号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。  

(1) 本社機能 法人の意志決定を行う機能又は法人の各事業所、各部門若しくは法人内活

動を統括する機能のために使用される事務所、研究開発において重要な役割を担う研究

所及び人材育成において重要な役割を担う研修所をいう。 

(2) 本社機能業務新規常用雇用者 市内の本社機能業務に新規に従事する常用雇用者で、

市内に住所を有する者又は市内に新たに住所を定めた者であって、健康保険法（大正１

１年法律第７０号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）及び雇用保険法（昭

和４９年法律第１１６号）の被保険者である者をいう。ただし、市内の本社機能以外の

事業所から配置された者を除く。 

（補助対象者） 

第３条 補助金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。  

(1) 市内に本社機能を移転する法人 

(2) 新たに本社機能の所在地が市内にあることを対外的に明示する法人 

(3) 市内の本社機能業務新規常用雇用者が２人以上である法人 

(4) 法人設立登記の日後３年を経過している法人であって、直近の３年間において営利事

業を継続して営んでいる法人 

(5) 資本金の額又は出資金の額が１，０００万円超である法人 

（補助金額） 

第４条 補助金額は、本社機能業務新規常用雇用者１人につき５００，０００円とし、 

１，０００万円を限度とする。 

（認定申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（次条において「申請者」という。）は、原則と

して本社機能建設工事の着手日、建物売買契約日又は建物賃貸借契約日の３０日前までに

井原市本社機能移転促進補助金認定申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市

長に提出しなければならない。  

(1) 本社機能移転計画書 

(2) 本社機能の事業の用に供する家屋の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し 

(3) 法人登記の全部事項証明書（３月以内に発行されたもの） 



(4) ３月以内に発行された井原市税の完納証明書（井原市税の滞納がないことの証明

書） 

(5) 印鑑証明書 

(6) 定款の写し 

(7) 直近３年間の営利事業の事業実績のわかる関連事業年度に係る営業報告書 

(8) 直近３年間の関連事業年度に係る本社所在市町村の法人市町村民税、都道府県の法

人都道府県民税及び法人事業税の完納証明書 

(9) 誓約書（様式第２号） 

２ 前項の申請ができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。  

(1) 井原市暴力団排除条例(平成２３年井原市条例第２３号）第２条第３号に規定する暴

力団員等市長が不適当と認める事業者でない者 

(2) 市税を滞納していない者 

（認定通知）  

第６条 市長は、前条の規定による認定申請書の提出があったときは、内容を審査の上、適

否を決定し、井原市本社機能移転促進補助金認定（却下）通知書（様式第３号）により、申

請者に通知するものとする。 

（事業内容の変更等）  

第７条 前条の規定による認定の通知を受けた者（以下「認定法人」という。）が当該認定に

係る本社機能（以下「認定本社」という。）の設置の内容を変更しようとするときは、原則

として当該変更を行う日の３０日前までに井原市本社機能移転促進補助金変更認定申請書

（様式第４号）に、当該変更に係る書類を添えて、市長に提出しなければならない。また、

認定本社の設置を中止し、又は廃止しようとするときは、井原市本社機能移転促進補助金

に係る認定本社設置中止（廃止）届出書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、前項前段の規定による変更認定申請書の提出があったときは、内容を審査の上、

適否を決定し、井原市本社機能移転促進補助金変更認定（却下）通知書（様式第６号）によ

り認定法人に通知するものとする。  

３ 第１項の届出書を市長が受理したときは、認定通知は、その効力を失う。 

（認定の取消し） 

第８条 市長は、認定法人が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、第６条

の認定又は前条第２項の変更認定を取り消すことができる。  

(1) 偽りその他不正の手段により認定又は変更認定を受けたとき。 

(2) 前条第１項の規定による変更手続によることなく認定を受けた内容を変更したとき。 

(3) この要綱に違反する事実があったとき。 

(4) 第６条の認定を受けた日から起算して１年以内に認定本社の設置を行わなかったと

き。 

２ 市長は、前項の規定により認定又は変更認定を取り消したときは、遅滞なくこの旨を書

面により、認定法人に通知するものとする。 

（交付申請）  



第９条 認定法人は、認定本社において事業を開始した日から起算して１年６月以内に、井

原市本社機能移転促進補助金交付申請書（様式第７号）に、次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。  

(1) 本社機能移転実績書 

(2) 本社機能業務新規常用雇用者の一覧表 

(3) 本社機能業務新規常用雇用者の一覧表に掲げる全員分の下記書類の写し 

ア 健康保険・厚生年金保険資格取得及び標準報酬決定通知書 

イ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は雇用保険被保険者転勤届受理通知書 

ウ 雇用保険被保険者証 

(4) 本社機能の事業の用に供する家屋の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し 

(5) 法人登記の全部事項証明書（３月以内に発行されたもの） 

(6) ３月以内に発行された井原市税の完納証明書（井原市税の滞納がないことの証明書） 

(7) 印鑑証明書 

(8) 定款の写し 

(9) 直近３年間の営利事業の事業実績のわかる関連事業年度に係る営業報告書 

(10) 直近３年間の関連事業年度に係る本社所在市町村の法人市町村民税、都道府県の法

人都道府県民税及び法人事業税の完納証明書 

(11) 誓約書（様式第２号） 

（交付決定及び額の確定）  

第１０条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、内容を審査の上、適当

と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、井原市本社機能移転促進補助金

交付決定及び額の確定通知書（様式第８号）により、認定法人に通知するものとする。 

（交付申請の取下げ）  

第１１条 前条の規定による補助金の交付決定及び額の確定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、当該交付決定及び額の確定の通知を受けた日（以下「交付決定等の日」とい

う。）から起算して１５日以内に当該交付申請の取下げを市長に申し出ることができる。 

（補助金の支払）  

第１２条 補助事業者は、第１０条の規定による補助金の交付決定及び額の確定があったと

きは、井原市本社機能移転促進補助金請求書（様式第９号）を市長に提出しなければなら

ない。  

２ 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。 

（状況報告等）  

第１３条 補助事業者は、交付決定等の日以降で認定本社において事業を開始した日から起

算して５年を経過する日までの間、毎年認定本社において事業を開始した日を基準日とし

て、井原市本社機能移転促進補助金事業状況報告書（様式第１０号）に、次に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。  

(1) 本社機能移転実績書（基準日時点） 

(2) 基準日時点の本社機能業務新規常用雇用者の一覧表  



(3) 本社機能業務新規常用雇用者の一覧表に掲げる全員分の下記書類の写し 

ア 健康保険・厚生年金保険資格取得及び標準報酬決定通知書 

イ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は雇用保険被保険者転勤届受理通知書 

ウ 雇用保険被保険者証 

(4) 本社機能の事業の用に供する家屋の登記事項証明書又は賃貸借契約書 の写し 

(5) 法人登記の全部事項証明書（３月以内に発行されたもの） 

(6) 印鑑証明書 

(7) 定款の写し 

(8) 誓約書（様式第２号） 

２ 前項の報告は、前項の基準日から起算して３０日以内に行わなければならない。  

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、事業状況報告書の提出その

他必要な事項を補助事業者に指示し、又は補助事業者を調査することができる。 

（指示等への協力）  

第１４条 補助事業者は、前条第３項の指示又は調査を市長から受けたときは、これに協力

しなければならない。 

（交付決定及び額の確定の取消し）  

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の

交付決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) この要綱に違反する事実があったとき。 

(3) 第１３条の状況報告又は調査により、同条第１項に規定する基準日における本社機能

業務新規常用雇用者の数が第９条の交付申請書に記載されたその者の数を下回っている

事実を市が確認したとき。 

(4) 認定本社において事業を開始した日から起算して５年以内に認定本社を廃止したと

き（事実上の廃止を含み、本店登記の廃止の有無は、問わないものとする。）。 

（補助金の返還）  

第１６条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定を取り消した場合にお

いて、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるも

のとする。 

（見直し） 

第１７条 市長は、この要綱の施行後３年ごとに、当該事業の有効性について確認し、検証

し、見直すものとする。 

（委任）  

第１８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


